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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の端面である流入端面から他方の端面である流出端面まで延びる流体の流路となる
複数のセルを区画形成する多孔質の複数の隔壁と、一の前記隔壁と他の前記隔壁とが交わ
る交点部とを有するハニカム構造部と、
　前記ハニカム構造部の前記隔壁の表面及び細孔の内表面の少なくとも一方に配設された
触媒層と、を備え、
　前記触媒層が配設されない状態における前記隔壁の気孔率が、２０～７０％であり、
　前記触媒層が配設されない状態における前記隔壁における細孔の平均細孔径が、１～６
０μｍであり、
　複数の前記隔壁は、少なくとも一方の端部が切り欠かれた凹状部を有する切欠き隔壁を
含み、
　前記隔壁中の前記切欠き隔壁の割合は、１～１００％であり、
　前記触媒層が配設されない状態において、前記切欠き隔壁の前記凹状部は、前記端面に
おいて隣り合う前記交点部の中心間の距離を基準長さとしたとき、前記基準長さの１０～
２００％の深さを有し、かつ、隣り合う前記交点部の間の距離を基準幅としたとき、前記
基準幅の３３～１００％の幅を有する部分であるハニカム構造体。
【請求項２】
　前記隔壁中の前記切欠き隔壁の割合は、１～６０％である請求項１に記載のハニカム構
造体。
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【請求項３】
　前記切欠き隔壁の前記凹状部は、前記端面において隣り合う前記交点部の中心間の距離
を基準長さとしたとき、前記基準長さの５０～１５０％の深さを有する請求項１または２
に記載のハニカム構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ハニカム構造体に関する。更に詳しくは、ＮＯＸの浄化性能が向上されたハ
ニカム構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、先進国におけるディーゼル車やトラックのＮＯＸ規制として更に厳しいものが検
討されている。ここで、ＮＯＸ処理としては、ＳＣＲが一般的に使用されており、実際に
は、ハニカム形状の基材にＳＣＲ触媒（具体的にはゼオライトなど）が担持されたハニカ
ム構造体が知られている。
【０００３】
　このようなハニカム構造体としては、セルの断面形状を設定することにより、浄化性能
を向上させるものなどが知られている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１５－２９９３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　また、最近では、ＮＯＸ浄化率を上げるために、ＳＣＲ触媒量を増加させたり、セル密
度を高くしてガスと触媒の接触を上げたりするなどの観点から、高気孔率のハニカム構造
体の開発が検討されている。
【０００６】
　このような検討がなされているが、特許文献１に記載のハニカム構造体などは、ＮＯＸ

の浄化性能について更なる改良の余地があった。
【０００７】
　本発明は、上述した問題に鑑みてなされたものである。本発明は、ＮＯＸの浄化性能が
向上されたハニカム構造体を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
［１］　一方の端面である流入端面から他方の端面である流出端面まで延びる流体の流路
となる複数のセルを区画形成する多孔質の複数の隔壁と、一の前記隔壁と他の前記隔壁と
が交わる交点部とを有するハニカム構造部と、前記ハニカム構造部の前記隔壁の少なくと
も表面に配設された触媒層と、を備え、前記触媒層が配設されない状態における前記隔壁
の気孔率が、２０～７０％であり、前記触媒層が配設されない状態における前記隔壁にお
ける細孔の平均細孔径が、１～６０μｍであり、複数の前記隔壁は、少なくとも一方の端
部が切り欠かれた凹状部を有する切欠き隔壁を含み、前記隔壁中の前記切欠き隔壁の割合
は、１～１００％であり、前記触媒層が配設されない状態において、前記切欠き隔壁の前
記凹状部は、前記端面において隣り合う前記交点部の中心間の距離を基準長さとしたとき
、前記基準長さの１０～２００％の深さを有し、かつ、隣り合う前記交点部の間の距離を
基準幅としたとき、前記基準幅の３３～１００％の幅を有する部分であるハニカム構造体
。
【０００９】
［２］　前記隔壁中の前記切欠き隔壁の割合は、１～１００％である前記［１］に記載の
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ハニカム構造体。
【００１０】
［３］　前記切欠き隔壁の前記凹状部は、前記端面において隣り合う前記交点部の中心間
の距離を基準長さとしたとき、前記基準長さの５０～１５０の深さを有する前記［１］ま
たは［２］に記載のハニカム構造体。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のハニカム構造体は、ＮＯＸの浄化性能が向上されたものである。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明のハニカム構造体の一実施形態を模式的に示す斜視図である。
【図２】本発明のハニカム構造体の一実施形態の流入端面の一部を拡大して模式的に示す
平面図である。
【図３】本発明のハニカム構造体の一実施形態のセルの延びる方向に平行な断面を模式的
に示す断面図である。
【図４】本発明のハニカム構造体の一実施形態のセルの延びる方向に平行な断面の一部を
拡大して模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら具体的に説明する。本発明は
以下の実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者
の通常の知識に基づいて、以下の実施の形態に対し適宜変更、改良等が加えられたものも
本発明の範囲に入ることが理解されるべきである。
【００１４】
（１）ハニカム構造体：
　本発明のハニカム構造体の一実施形態は、図１～図４に示すハニカム構造体１００であ
る。ハニカム構造体１００は、一方の端面である流入端面１１から他方の端面である流出
端面１２まで延びる流体の流路となる複数のセル２を区画形成する多孔質の複数の隔壁１
と、一の隔壁１と他の隔壁１とが交わる交点部３とを有するハニカム構造部１０を備えて
いる。また、ハニカム構造体１００は、ハニカム構造部１０の隔壁１の表面に配設された
触媒層８を備えている。ハニカム構造体１００は、隔壁１の気孔率が、２０～７０％であ
り、隔壁１における細孔の平均細孔径が、１～６０μｍである。ハニカム構造体１００は
、複数の隔壁１が、少なくとも一方の端部が切り欠かれた凹状部３０を有する切欠き隔壁
２０を含み、隔壁１中の切欠き隔壁２０の割合が、１～１００％である。そして、ハニカ
ム構造体１００の端面において隣り合う交点部３の中心Ｏ間の距離を基準長さＬとし、隣
り合う交点部３の間の距離を基準幅Ｗとする。このとき、切欠き隔壁２０の凹状部３０は
、上記基準長さＬの１０～２００％の深さＤを有し、かつ、上記基準幅Ｗの３３～１００
％の幅を有している部分である。なお、図４に示す凹状部３０は、基準幅Ｗの１００％の
幅を有している。また、隔壁１の気孔率、細孔の平均細孔径、凹状部３０の深さＤ、及び
幅は、触媒層が配設されていない状態における値である。
【００１５】
　このようなハニカム構造体１００は、所定の割合で切欠き隔壁２０が存在するため、こ
の切欠き隔壁２０の凹状部３０によって排ガスＧが流れる際に空気が拡散することになる
。そのため、ハニカム構造体１００は、排ガスＧと触媒（触媒層）との接触機会が多くな
り（即ち、排ガスＧと触媒との接触時間及び接触面積が増加し）、ＮＯＸの浄化性能が向
上されるものである。
【００１６】
　図１は、本発明のハニカム構造体の一実施形態を模式的に示す斜視図である。図２は、
本発明のハニカム構造体の一実施形態の流入端面の一部である領域Ｐを拡大して模式的に
示す平面図である。図２は、ハニカム構造体の端面について、この端面に対して斜め方向
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から見た拡大図である。図３は、本発明のハニカム構造体の一実施形態のセルの延びる方
向に平行な断面を模式的に示す断面図である。図４は、本発明のハニカム構造体の一実施
形態のセルの延びる方向に平行な断面の一部を拡大して模式的に示す断面図である。図４
は、セルの延びる方向に平行な断面のうち、交点部３の中心Ｏを通過するものである。
【００１７】
（１－１）ハニカム構造部：
　ハニカム構造部１０は、上述の通り、多孔質の複数の隔壁１と、一の隔壁１と他の隔壁
１とが交わる交点部３とを有している。そして、複数の隔壁１は、少なくとも一方の端部
が切り欠かれた凹状部３０を有する切欠き隔壁２０を含むものである。このような切欠き
隔壁２０が含まれることにより、ハニカム構造部１０において排ガスＧが流れる際に空気
が拡散することになる。
【００１８】
　ここで、「凹状部」は、上記条件を満たすものを言う。つまり、上記条件を満たさない
切欠きは凹状部には該当しないことになる。そして、上記条件を満たす切欠きを形成する
ことにより、ＮＯＸの浄化性能が向上することになる。
【００１９】
　凹状部３０は、その深さＤが、基準長さＬの５０～１５０％であることが好ましい。別
言すれば、切欠き隔壁２０の凹状部３０は、端面において隣り合う交点部３の中心Ｏ間の
距離を基準長さＬとしたとき、この基準長さＬの５０～１５０％の深さを満たすものとす
ることが好ましい。
【００２０】
　凹状部３０の深さＤについて上記範囲とすることにより、ハニカム構造体に流入する排
ガスが凹状部によりセル内で拡散するため、排ガスと触媒の接触性が良化し、ＮＯＸの浄
化性能が向上する。凹状部３０の深さＤが、上記基準長さＬの１０％未満であると、ハニ
カム構造体に流入する排ガスがセル内を拡散せずに通過するため、ＮＯＸの浄化性能が十
分に得られない。凹状部３０の深さＤが、上記基準長さＬの２００％超であると、ハニカ
ム構造体の強度が低下するため、缶体に収納する際にハニカム構造体が破損する場合があ
る。
【００２１】
　なお、「凹状部の深さ」は、ハニカム構造部の端面から最も遠い部分までの距離をいう
。図４には、ハニカム構造部の端面を破線で示す。
【００２２】
　凹状部３０は、その幅が、基準幅Ｗの３３～１００％であり、基準幅Ｗの５０～８０％
であることが更に好ましい。「凹状部の幅」は、ハニカム構造部の端面から凹状部を見た
とき、凹状部の開口の最も広い幅のことをいう。
【００２３】
　凹状部３０の幅について上記範囲とすることにより、ハニカム構造体に流入する排ガス
が凹状部によりセル内で拡散するため、排ガスと触媒の接触性が良化し、ＮＯＸの浄化性
能が向上する。凹状部３０の幅が、上記基準幅Ｗの３３％未満であると、ハニカム構造体
に流入する排ガスがセル内を拡散せずに通過するため、ＮＯＸの浄化性能が十分に得られ
ない。凹状部３０の幅が、上記基準幅Ｗの１００％超であると、ハニカム構造体の強度が
低下するため、缶体に収納する際にハニカム構造体が破損する場合がある。
【００２４】
　なお、「凹状部の深さ」及び「凹状部の幅」は、それぞれ、合計４０個の切欠き隔壁に
ついて測定したときの平均値とする。具体的には、ハニカム構造体の端面において隔壁の
延びる複数の方向を決定し、各方向に沿って存在する切欠き隔壁を任意に４０個それぞれ
選択する。例えば、セルの延びる方向に直交する断面におけるセルの形状が四角形のセル
が形成されたハニカム構造体の場合、ハニカム構造体の端面において隔壁の延びる方向は
２方向（縦方向と横方向）ある。そのため、各方向（縦方向と横方向のそれぞれ）に沿っ
て存在する切欠き隔壁を任意に４０個それぞれ選択する。
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【００２５】
　隔壁１中の切欠き隔壁２０の割合は、１～６０％であることが好ましく、２０～５０％
であることが更に好ましい。隔壁１中の切欠き隔壁２０の割合について上記範囲とするこ
とにより、ハニカム構造体に流入する排ガスが凹状部によりセル内で拡散するため、排ガ
スと触媒の接触性が良化し、ＮＯＸの浄化性能が向上する。なお、隔壁１中の切欠き隔壁
２０の割合が１％未満であると、ハニカム構造体に流入する排ガスがセル内を拡散せずに
通過するため、ＮＯＸの浄化性能が十分に得られない。
【００２６】
　隔壁１の気孔率は、２０～７０％であることが必要であり、３０～６５％が好ましく、
４５～６０％が特に好ましい。このような範囲とすることにより、ハニカム構造体に流入
する排ガスが凹状部によりセル内で拡散するため、排ガスと触媒の接触性が良化し、ＮＯ

Ｘの浄化性能が向上する。隔壁の気孔率が、２０％未満であると、ハニカム構造体に触媒
を担持させる際に、隔壁の細孔内に触媒が浸入し難く、ハニカム構造体の隔壁の表面にの
み触媒が担持する傾向がある。そのため、ハニカム構造体内における触媒と排ガスの接触
が悪化し、ＮＯＸの浄化性能が十分に得られない。７０％超であると、ハニカム構造体の
強度が低下するため、缶体に収納する際にハニカム構造体が破損する場合がある。気孔率
は、水銀ポロシメータによって測定した値である。なお、隔壁１の気孔率は、触媒層が配
設されない状態（即ち、触媒を担持させる前の状態）における隔壁１の気孔率を意味する
。
【００２７】
　隔壁１における細孔の平均細孔径は、１～６０μｍであることが必要であり、５～５５
μｍが好ましく、１５～３０μｍが特に好ましい。このような範囲とすることにより、ハ
ニカム構造体に流入する排ガスが凹状部によりセル内で拡散するため、排ガスと触媒の接
触性が良化し、ＮＯＸの浄化性能が向上する。平均細孔径が、１μｍ未満であると、ハニ
カム構造体に触媒を担持させる際に、隔壁の細孔内に触媒が浸入し難く、ハニカム構造体
の隔壁の表面にのみ触媒が担持する傾向がある。６０μｍ超であると、ハニカム構造体の
強度が低下するため、缶体に収納する際にハニカム構造体が破損する場合がある。平均細
孔径は、水銀ポロシメータ測定した値である。なお、隔壁１における細孔の平均細孔径は
、触媒層が配設されない状態（即ち、触媒を担持させる前の状態）における隔壁１におけ
る細孔の平均細孔径を意味する。
【００２８】
　隔壁１の厚さは、６０～３００μｍであることが好ましく、９０～１４０μｍであるこ
とが特に好ましい。隔壁１の厚さが上記下限値未満であると、ハニカム構造体１００の強
度が低くなることがある。上記上限値超であると、圧力損失が高くなることがある。
【００２９】
　ハニカム構造部１０のセル密度については、特に制限はない。ハニカム構造部１０のセ
ル密度は、３１～１４０個／ｃｍ２であることが好ましく、６２～９３個／ｃｍ２である
ことが特に好ましい。セル密度が下限値未満であると、排ガスを流通させたときに、短時
間で圧力損失が大きくなったり、ハニカム構造体１００の強度が低くなったりすることが
ある。セル密度が上限値超であると、圧力損失が大きくなることがある。
【００３０】
　ハニカム構造部１０のセル形状（セルが延びる方向に直交する断面におけるセル形状）
としては、特に制限はない。セル形状としては、三角形、四角形、六角形、八角形、円形
、あるいはこれらの組合せを挙げることができる。四角形のなかでは、正方形または長方
形が好ましい。
【００３１】
　ハニカム構造部１０は、コージェライト、炭化珪素、ムライト、アルミニウムチタネー
ト及びアルミナからなる群より選択される少なくとも一種を主成分とすることができる。
また、ハニカム構造部１０は、コージェライト、炭化珪素、ムライト、アルミニウムチタ
ネート及びアルミナからなる群より選択される少なくとも一種であることが好ましい。こ
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こで、本明細書において「主成分」は、全体の中の５０質量％を超える成分を意味する。
【００３２】
　ハニカム構造部１０の形状は、特に限定されない。ハニカム構造部１０の形状としては
、円柱状、端面が楕円形の柱状、端面が「正方形、長方形、三角形、五角形、六角形、八
角形等」の多角形の柱状、等が好ましい。図１に示すハニカム構造体１００においては、
ハニカム構造部１０の形状は円柱状である。
【００３３】
　ハニカム構造部１０には、外周コート層が形成されていてもよい。外周コート層の厚さ
は、５００～３０００μｍであることが好ましく、１０００～１５００μｍであることが
更に好ましい。上記外周コート層の厚さが下限値未満であると、ハニカム構造体の強度が
低下するため、缶体に収納する際にハニカム構造体が破損する場合がある。上限値超であ
ると、外周コート層の体積が増加するため、耐熱衝撃性が低下し、ハニカム構造体に温度
差が生じた際に破損するおそれがある。
【００３４】
（１－２）触媒層：
　触媒層は、少なくとも隔壁の表面に配設された層である。つまり、触媒層は、隔壁の表
面の他に細孔の内表面に配設されてもよい。そして、この触媒層は、ＳＣＲ触媒などの触
媒から構成される層である。この触媒層によって、排ガス中のＮＯＸを良好に浄化するこ
とができる。
【００３５】
　触媒層の厚さは、特に制限はなく、従来公知の触媒層の厚さを適宜採用することができ
る。
【００３６】
（２）ハニカム構造体の製造方法：
　本発明のハニカム構造体は、以下の方法で製造することができる。即ち、本発明のハニ
カム構造体は、ハニカム焼成体作製工程と、端面研磨工程と、触媒担持工程と、を有する
方法により製造できる。ハニカム焼成体作製工程は、ハニカム焼成体を作製する工程であ
る。端面研磨工程は、ハニカム焼成体作製工程で作製したハニカム焼成体の端面を砥石や
金網で研磨して切欠きハニカム焼成体を得る工程である。触媒担持工程は、切欠きハニカ
ム焼成体の隔壁の表面に触媒を担持させて、ハニカム構造体を得る工程である。なお、「
ハニカム焼成体」は、一方の端面である流入端面から他方の端面である流出端面まで延び
る流体の流路となる複数のセルを区画形成する多孔質の複数の隔壁と、一の隔壁と他の隔
壁とが交わる交点部とを有するものである。
【００３７】
　以下、本発明のハニカム構造体の製造方法について、工程毎に説明する。
【００３８】
（２－１）ハニカム焼成体作製工程：
　ハニカム焼成体作製工程は、セラミック原料が焼成されて形成された多孔質の隔壁を備
えたハニカム焼成体を作製する工程である。ハニカム焼成体を作製する方法は、特に限定
されず、従来公知の方法を採用することができる。このハニカム焼成体作製工程は、具体
的には、成形工程と、焼成工程とを有する。
【００３９】
（２－１－１）成形工程：
　まず、成形工程において、セラミック原料を含有するセラミック成形原料を成形して、
流体の流路となる複数のセルを区画形成する隔壁を備えるハニカム成形体を形成する。
【００４０】
　セラミック成形原料に含有されるセラミック原料としては、コージェライト化原料、コ
ージェライト、炭化珪素、珪素－炭化珪素系複合材料、ムライト、チタン酸アルミニウム
、からなる群から選択される少なくとも１種が好ましい。なお、コージェライト化原料と
は、シリカが４２～５６質量％、アルミナが３０～４５質量％、マグネシアが１２～１６
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質量％の範囲に入る化学組成となるように配合されたセラミック原料である。そして、コ
ージェライト化原料は、焼成されてコージェライトになるものである。
【００４１】
　また、セラミック成形原料は、上記セラミック原料に、分散媒、有機バインダ、無機バ
インダ、造孔材、界面活性剤等を混合して調製することができる。各原料の組成比は、特
に限定されず、作製しようとするハニカム構造体の構造、材質等に合わせた組成比とする
ことが好ましい。
【００４２】
　セラミック成形原料を成形する際には、まず、セラミック成形原料を混練して坏土とし
、得られた坏土をハニカム形状に成形する。セラミック成形原料を混練して坏土を形成す
る方法としては、例えば、ニーダー、真空土練機等を用いる方法を挙げることができる。
坏土を成形してハニカム成形体を形成する方法としては、例えば、押出成形、射出成形等
の公知の成形方法を用いることができる。具体的には、所望のセル形状、隔壁厚さ、セル
密度を有する口金を用いて押出成形してハニカム成形体を形成する方法等を好適例として
挙げることができる。口金の材質としては、摩耗し難い超硬合金が好ましい。
【００４３】
　ハニカム成形体の形状としては、円柱状、楕円状、端面が「正方形、長方形、三角形、
五角形、六角形、八角形等」の多角柱状等を挙げることができる。
【００４４】
　また、上記成形後に、得られたハニカム成形体を乾燥してもよい。乾燥方法は、特に限
定されるものではない。例えば、熱風乾燥、マイクロ波乾燥、誘電乾燥、減圧乾燥、真空
乾燥、凍結乾燥等を挙げることができる。これらのなかでも、誘電乾燥、マイクロ波乾燥
または熱風乾燥を単独でまたは組合せて行うことが好ましい。
【００４５】
（２－１－２）焼成工程：
　次に、ハニカム成形体を焼成してハニカム焼成体を作製する。ハニカム成形体の焼成（
本焼成）は、仮焼したハニカム成形体を構成する成形原料を焼結させて緻密化し、所定の
強度を確保するために行われる。焼成条件（温度、時間、雰囲気等）は、成形原料の種類
により異なるため、その種類に応じて適当な条件を選択すればよい。例えば、コージェラ
イト化原料を使用している場合には、焼成温度は、１４１０～１４４０℃が好ましい。ま
た、焼成時間は、最高温度でのキープ時間として、４～８時間が好ましい。仮焼、本焼成
を行う装置としては、電気炉、ガス炉等を用いることができる。
【００４６】
（２－２）端面研磨工程：
　端面研磨工程は、ハニカム焼成体の端面を砥石や金網で研磨して切欠きハニカム焼成体
を得る工程である。砥石としては、例えば、＃１２０～＃１０００の砥石などを採用する
ことができる。砥石による研磨の方法は、隔壁の端部に凹状部が形成されるような方法を
適宜採用することができる。例えば、砥石の研磨部を、特にハニカム構造体の隔壁と接触
させるようにハニカム構造体の端面を強く研磨することで隔壁の端部に凹状部を形成する
ことができる。このとき、砥石を移動させる方向としては、特に制限はないが、隔壁の厚
さ方向（隔壁の壁面に対して９０°の方向）に沿う方向とすることが好ましい。具体的に
は、セルの延びる方向に直交する断面におけるセルの形状が四角形のセルが形成されたハ
ニカム構造体の場合、対向する隔壁の一方から他方に向かうように、一方向または往復さ
せながら砥石を移動させることが好ましい。四角形のセルが形成されたハニカム構造体は
、向かい合う隔壁が２対存在するため、それぞれにおいて、対向する隔壁の一方から他方
に向かうように砥石を移動させることが好ましい。
【００４７】
（２－３）触媒担持工程：
　本工程は、切欠きハニカム焼成体の隔壁の表面に触媒を担持してハニカム構造体を得る
工程である。触媒を切欠きハニカム焼成体に担持させる方法は、従来公知の方法を適宜採
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【００４８】
　担持させる触媒としては、ＳＣＲ触媒などが挙げられる。
【００４９】
（２－４）その他の工程：
　端面研磨工程を行って得られた切欠きハニカム焼成体の外周に、外周コート材を塗布し
て外周コート層を形成してもよい。外周コート層を形成することにより、ハニカム構造体
に外力が加わった際にハニカム構造体が欠けてしまうことを防止できる。
【００５０】
　外周コート材としては、無機繊維、コロイダルシリカ、粘土、ＳｉＣ粒子等の無機原料
に、有機バインダ、発泡樹脂、分散剤等の添加材を加えたものに水を加えて混練したもの
などを挙げることができる。外周コート材を塗布する方法は、「切削されたハニカム焼成
体」をろくろ上で回転させながらゴムへらなどでコーティングする方法等を挙げることが
できる。
【実施例】
【００５１】
　以下、本発明を、実施例により更に具体的に説明する。本発明は、これらの実施例によ
って何ら限定されるものではない。
【００５２】
（実施例１）
　まず、セラミック原料を含有する成形原料を用いて、ハニカム成形体を成形するための
坏土を調製した。セラミック原料として、コージェライト化原料を用いた。コージェライ
ト化原料に、分散媒、有機バインダ、分散剤、造孔材を添加して、成形用の坏土を調製し
た。分散媒の添加量は、コージェライト化原料１００質量部に対して、５０質量部とした
。有機バインダの添加量は、コージェライト化原料１００質量部に対して、５量部とした
。造孔材の添加量は、コージェライト化原料１００質量部に対して、５質量部とした。得
られたセラミック成形原料を、ニーダーを用いて混練して、坏土を得た。
【００５３】
　次に、得られた坏土を、真空押出成形機を用いて押出成形し、ハニカム成形体を得た。
【００５４】
　次に、得られたハニカム成形体を高周波誘電にて加熱乾燥した後、熱風乾燥機を用いて
１２０℃で２時間乾燥した。その後、１４００℃で８時間焼成して、円柱状のハニカム焼
成体を得た。
【００５５】
　次に、得られたハニカム焼成体の端面を、♯４００の砥石で研磨して、一部の隔壁の端
部に凹状部を形成して切欠き隔壁を有する切欠きハニカム焼成体を得た。砥石で研磨する
際には、隔壁の壁面に対して９０°の方向に沿って砥石を動かした。
【００５６】
　次に、得られた切欠きハニカム焼成体の隔壁の表面に触媒を担持させて、ハニカム構造
体を作製した。触媒種は、銅ゼオライトであり、触媒量は１２０ｇ／Ｌであった。
【００５７】
　得られたハニカム構造体は、セルの延びる方向に直交する断面の直径が３３０．２ｍｍ
の円形であった。また、ハニカム構造体は、セルの延びる方向における長さが１５２．４
ｍｍであった。また、ハニカム構造体は、セル密度が６２個／ｃｍ２であり、隔壁の厚さ
が１１０μｍであった。ハニカム構造体の各測定値を表１に示す。
【００５８】
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【表１】

【００５９】
　また、切欠き隔壁の凹状部（図４参照）は、幅が０．４０ｍｍであり、深さＤが０．２
０ｍｍであった。なお、凹状部の幅及び深さは、ハニカム構造体の端面において任意の切
欠き隔壁を十字方向に任意に４０個選択し、その平均値を算出した値とした。
【００６０】
　得られたハニカム構造体について、以下に示す方法で、「浄化率」、及び「アイソスタ
ティック強度」の各評価を行った。結果を表１に示す。
【００６１】
［浄化率］
　まず、ハニカム構造体に、ＮＯＸを含む試験用ガスを流した。その後、このハニカム構
造体から排出されたガスのＮＯＸ量をガス分析計で分析した。
【００６２】
　ハニカム構造体に流入させる試験用ガスの温度を２００℃とした。なお、ハニカム構造
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体および試験用ガスは、ヒーターにより温度調整した。ヒーターは、赤外線イメージ炉を
用いた。試験用ガスは、窒素に、二酸化炭素５体積％、酸素１４体積％、一酸化窒素３５
０ｐｐｍ（体積基準）、アンモニア３５０ｐｐｍ（体積基準）および水１０体積％を混合
させたガスを用いた。この試験用ガスに関しては、水と、その他のガスを混合した混合ガ
スとを別々に準備しておき、試験を行う時に配管中でこれらを混合させて用いた。ガス分
析計は、「ＨＯＲＩＢＡ社製、ＭＥＸＡ９１００ＥＧＲ」を用いた。また、試験用ガスが
ハニカム構造体に流入するときの空間速度は、１００，０００（時間－１）とした。
【００６３】
　「ＮＯＸ浄化率」は、試験用ガスのＮＯＸ量から、ハニカム構造体から排出されたガス
のＮＯＸ量を差し引いた値を、試験用ガスのＮＯＸ量で除算し、１００倍した値である。
浄化性能の評価は、基準ハニカム触媒体のＮＯＸ浄化率に対して、ＮＯＸ浄化率が２０％
以上高まった場合を「Ａ」とした。ＮＯＸ浄化率が１０％以上２０％未満高まった場合を
「Ｂ」とした。ＮＯＸ浄化率が５％以上１０％未満高まった場合を「Ｃ」とした。ＮＯＸ

浄化率が０％以上５％未満高まった場合あるいはＮＯＸ浄化率が低下した場合を「Ｄ」と
した。浄化性能の評価については、Ａ～Ｃの場合を合格とし、Ｄの場合を不合格とした。
なお、「基準ハニカム触媒体のＮＯＸ浄化率に対して、ＮＯＸ浄化率が２０％以上高まっ
た場合」とは、算出されたＮＯＸ浄化率から、基準ハニカム触媒体のＮＯＸ浄化率を差し
引いた値が２０％以上であることを意味する。即ち、算出されたＮＯＸ浄化率が６１％で
あり、基準ハニカム触媒体のＮＯＸ浄化率が５０％である場合、６１％から５０％を差し
引いた値である１１％が高まった値となる。そして、この場合の評価は「Ｂ」となる。
【００６４】
［アイソスタティック強度］
　アイソスタティック強度の測定は、社団法人自動車技術会発行の自動車規格（ＪＡＳＯ
規格）のＭ５０５－８７で規定されているアイソスタティック破壊強度試験に基づいて行
った。アイソスタティック破壊強度試験は、ゴムの筒状容器に、ハニカム構造体を入れて
アルミ製板で蓋をし、水中で等方加圧圧縮を行う試験である。
【００６５】
　即ち、アイソスタティック破壊強度試験は、缶体に、ハニカム構造体が外周面把持され
る場合の圧縮負荷加重を模擬した試験である。このアイソスタティック破壊強度試験によ
って測定されるアイソスタティック強度は、ハニカム触媒体が破壊したときの加圧圧力値
（ＭＰａ）で示される。
【００６６】
　アイソスタティック強度が、１．０ＭＰａ以上の場合を「ＯＫ」（合格）、１．０ＭＰ
ａ未満の場合を「ＮＧ」（不合格）とした。
【００６７】
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【表２】

【００６８】
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【表３】

【００６９】
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【表４】

【００７０】
　表３，表４において、「凹幅」は、端面において切欠き隔壁に形成された凹状部の延び
る方向の長さ（図４中、符号「Ｗ」で示す方向の凹状部の長さ）を示す。「セルピッチ」
は、端面において隣り合う交点部の中心間の距離（基準長さ）Ｌ（図４参照）を示す。「
凹深さ」は、凹状部の深さ（即ち、凹状部が形成された側の端面から最も遠い位置までの
距離）Ｄ（図４参照）を示す。「凹率」は、全隔壁中の切欠き隔壁の割合（％）を示す。
【００７１】
（実施例２～５９、比較例１～１１）
　表１，表２に示すように条件を変更した以外は、実施例１と同様にしてハニカム構造体
を得た。得られたハニカム構造体について、「浄化率」、及び「アイソスタティック強度
」の各評価を行った。結果を表３，表４に示す。
【００７２】
　表３，表４から、実施例１～５９のハニカム構造体は、比較例１～１１のハニカム構造
体に比べて、ＮＯＸの浄化性能が向上されている。また、浄化性能向上のため、ハニカム
構造体の少なくとも一方の端面に、本発明に規定された範囲の切欠きが存在したとしても
、ハニカム構造体のアイソスタティック強度が実用上の下限値である１．０ＭＰａを維持
されていることが分かる。
【産業上の利用可能性】
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【００７３】
　本発明のハニカム構造体は、自動車等の排ガスを浄化するフィルタとして好適に利用す
ることができる。
【符号の説明】
【００７４】
１：隔壁、２：セル、３：交点部、１０：ハニカム構造部、１１：流入端面、１２：流出
端面、８：触媒層、２０：切欠き隔壁、３０：凹状部、１００：ハニカム構造体、Ｄ：深
さ、Ｌ：基準長さ、Ｏ：中心、Ｐ：領域、Ｗ：基準幅。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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